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難民に該当することを理由に難民不認定処分取消判決が確定している外国人

に係る難民該当性の評価について（通知）

先般，・・・・・裁判所において，圃圃圃圃圃圃圃圃こ係る難民不認定処分取消等請求

控訴事｛判圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃こついて， 国側敗訴の判決（以下「本

件判決Jという。）があり， 同判決が確定しました。

本件判決においては， 難民に該当することを理由に難民不認定処分の取消判決が

確定している外国人に対し， 改めて行う難民認定手続における同人の難民該当性の

評価について， これまでの解釈とは異なる内容が判示されています。

すなわち， これまでの解釈においては， 難民に該当することを理由に難民不認定

処分の取消判決が確定している外国人も含め， 外国人が我が国において難民の地位

に関する条約（以下「難民条約Jという。）上の「難民」とされるためには， 法務大

臣による所定の手続に基づく難民認定を経る必要があると解されていたところ， 本

件判決においては， 我が国の法制度において， 難民に該当することを理由に難民不

認定処分の取消判決が確定している外国人は， 法務大臣による難民認定を要件とす

ることなく， 当該処分時において難民条約の適用を受ける難民であることが公権的

に確認されていることとなり， 法務大臣もこれに拘束されるのであるから， 当該処

分後の事情の変更を理由として法務大臣が再度の難民不認定処分をしようとする場

合には， 難民条約第1条c （終止条項）の規定により難民条約の適用が終止するか

否かを判断する必要があると判示されています（下記1参照）。

ついては， 本通知到着次第， 下記2のとおり実施されたく通知します。

おって， 管下出張所長には， 貴職から通知願います。



記

1 本件判決の概要について

( 1 ）事案の概要

本件は，

こ難民認定申請を行ったが， 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃Eで難民不認定処

分（以下「本件前不認定処分Jという。）を受けたため， その取消し等を求める

訴え（以下「前訴」としづ。）を提起したところ， 圃圃圃園町戎判所において， 本

件前不認定処分を取り消す旨の判決がなされ， 前訴の判決が確定した。

前訴の判決の確定後¢圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園町で， 本件前不認定処分以降

に圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園町よどを理由に， 再度， 申請者に対し，

難民不認定処分（以下「本件再不認定処分」としづ。）をしたところ， これを不

服として本件再不認定処分の取消しゃ難民認定の義務付け（以下「本件義務付

け」という 。）等を求めた事案である。

( 2 ）本件再不認定処分の適法性に係る本件判決の要旨

ア 本件再不認定処分に係る終止条項の適用の要否に関する判断

国側が， 我が国の法制度においては， 難民条約における終止条項は「難民

として認定された者Jに対して適用される規定であり， 我が国において難民

条約上の難民として認定されるためには， 法務大臣による所定の手続に基づ

く難民認定を経る必要があると解すべきであって， 取消判決の拘束力によっ

て法務大臣による所定の手続に基づく難民認定と同じ効果があったとは認め

られなし、から， 本件は， 難民条約における終止条項該当性が問題となる事案

ではない旨主張したのに対し， 本件判決は， 「我が国の法制度において， 難民

に該当することを理由に， 難民不認定処分の取消判決が確定している外国人

は， 法務大臣による難民認定を要件とすることなく， 上記処分時において難

民条約の適用を受ける難民であることが公権的に確認されていることとなり，

法務大臣もこれに拘束されるのであるから， その後の事情の変更を理由とし

て法務大臣が難民の認定をしない旨の処分をしようとする場合には， 終止条

項の規定により難民条約の適用が終止するか否かを判断する必要がある」旨

判示した。

イ 本件再不認定処分時の被控訴人の難民該当性（終止条項非該当性）に関す
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る結論

本件判決は，

控訴人

については， 本件再不認定処分当時， 終止条項に該当すると認めることはで

きず， なお， 難民に該当するJ旨判示した。

ウ 本件再不認定処分時の被控訴人の迫害のおそれに関する評価

国側が， 本件再不認定処分時において，

直ちに迫害と評価す

ることができないとはいえなしリ旨判示した。

さらに， 本件判決は，

本件

再不認定処分時においてもなお， 迫害を受けるおそれがあるとしづ客観的事

情が存在することを否定し得なしリ旨判示した上で， 仮に終止条項の適用が

あるとしても， 本件再不認定処分時において被控訴人は終止条項に該当する

旨の国側の主張を退けた。

( 3 ）本件再不認定処分後の被控訴人の難民該当性の評価に係る本件判決の要旨

本件判決は， 本件義務付けの訴えに係る本件再不認定処分後の被控訴人の難

民該当性について， 「現時点における終止条項該当性が問題となるところ， 終止

条項該当性を判断するに当たっては， 本国における変化の根本的な性格を慎重

に評価し， 難民の地位の付与を正当化する状況が消滅したことを客観的にかっ

立証可能な方法で確かめなければならないこと， 変化が根本的， 安定的かっ永
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続的な性格のものであるかを， 特ド

訴人について， 根本的， 安定的かつ永続的に， 迫害を受

けるおそれが消滅したことが客観的にかつ立証可能な方法で確かめられたとは

いえず， その他本件全証拠を勘案しても， 被控訴人について終止条項該当性を

認めることができなしリとして， 被控訴人は現時点（口頭弁論終結日）におい

ても難民条約上の難民に該当する旨判示した。

( 4）一般的な難民認定手続における終止条項の適用が不要であることを明示した

判示部分

上記（2 ）アの本件再不認定処分に係る終止条項の適用に関し， 「原判決の論

理に従えば， 難民認定手続においても， 難民認定申請者が過去のいずれかの時

点で難民と認められるか否かを確認し， 仮に過去において難民該当性が認めら

れれば， 終止条項の適用があるか否かの判断をすることを余儀なくされ， 終止

条項を難民認定そのものに適用するに等ししリ旨の国側の主張に対し， 本件判

決は， I本件では， 先行する難民不認定処分の取消判決において， 難民に該当す

るとの司法による公権的判断が示され， 法務大臣がこれに拘束されることから，

再度の難民認定手続においては， 終止条項の要件が適用される旨判示している

のであって， このような前提を欠く一般的な難民認定手続において， 終止条項

該当性は通常問題とならなしリ旨判示した。

2 難民に該当することを理由に難民不認定処分の取消判決が確定している外国人

に係る難民該当性の評価について

本件判決の内容を踏まえ， 難民に該当することを理由に難民不認定処分の取消

判決が確定している外国人に対し， 当該判決確定後に改めて難民認定手続を行う

場合には， 当該判決の確定をもって， 当該処分時における当該外国人の難民該当

性（難民条約第1条A (2 ）に該当する難民）については既に公権的に確認され

ていることを前提として， 当該処分後の事情の変更によって， 難民条約第1条C
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（終止条項）に該当するか否かを検討し， 終止条項に該当しない場合には， 速や

かに難民として認定するよう 取り扱われたい（再度の処分時において改めて難民

条約第1条A (2）に該当する難民であるか否かの確認は不要）。

他方， 難民に該当することを理由に難民不認定処分の取消判決が確定している

という 前提を欠く， いわゆる一般的な難民認定手続においては， これまでと同様

に， 難民条約第1条A (2）に該当する難民であるか否かの確認に基づいて難民

該当性を判断することで差し支えない（難民条約第1条c （終止条項）に該当す

るか否かの検討は不要）。
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